
随意契約理由書 　

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ） 　　　危機管理室　榊　（電話番号　３２２－６２３７　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

 本業務は、神戸市防災行政無線同報系の円滑な運用を確保するため、定期点
検を行い、機器の性能を最良の状態にするとともに、障害発生時にはその復
旧作業を行うものである。このシステムは、三菱電機により開発・構築して
いる。グループ別送信機能など神戸市独自の機能を有しており、開発者しか
知りえない独自技術のソフトウェアおよびハードウエアーで構成されてい
る。これらの技術情報は、他に開示しえないものであり独自のシステムであ
る。その為、このシステムを点検できるのは、開発者のみである。また、平
成28年度に三菱電機㈱と西菱電機㈱の間での事業譲渡契約により、製造・納
品に関しても西菱電機㈱に譲渡し、製造から保守まで一貫の体制となってい
る。その為、点検ができるのは上記業者のみである。よって、上記業者と随
意契約を行うものである。

防災行政無線保守管理業務

西菱電機株式会社　



平成 28 年 12 月 12 日 

神戸市 御中 

 

三菱電機株式会社 兵庫支店 

西菱電機株式会社 大阪支社 

 

市町村防災行政無線システムの事業譲渡について（ご報告） 

 

拝啓、貴庁ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格段のご配慮を賜り厚

く御礼申し上げます。 

先般ご報告させていただきましたとおり、三菱電機㈱にて製造・納入を実施させていただ

き、西菱電機㈱にて保守を実施させていただいております、市町村防災行政無線システム

につきまして、平成 28年 6月 1日に三菱電機㈱、西菱電機㈱間にて事業譲渡契約を締結し、

製造・納入に関しても西菱電機にて実施していくことになりました。 

製造から保守まで一貫の体制とすることで、今まで以上に事業体制を強化し、対応して

いく所存でありますので、なにとぞご理解いただきたくよろしくお願いいたします。 

 

敬具 

 

記 

 

１．事業譲渡時期 平成 28 年 6 月 1 日 

 

２．譲渡内容 

  市町村防災行政無線システム 

 

３．その他 

  修理対応も西菱電機㈱内工場にて実施いたします。 

 

以上 

 

 

 


